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閣
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（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
旅
券
の
国
際
標
準
を
定
め
る
国
際
民
間
航
空
機
関
が
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
に
全
て
の
非
機

械
読
取
式
旅
券
を
失
効
す
べ
き
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
旅
券
の
記
載
事
項
を
訂
正
す
る
制
度
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
わ

る
制
度
を
導
入
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
旅
券
に
記
載
さ
れ
た
名
義
人
の
氏
名
等
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
旅
券
の
記
載
事
項
を
訂
正
す
る
制
度
を
廃
止
す

る
。

二
、
一
般
旅
券
に
記
載
さ
れ
た
名
義
人
の
氏
名
等
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
又
は
領
事
官
が
、
当
該
一
般
旅
券

の
名
義
人
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
一
般
旅
券
を
返
納
さ
せ
て
有
効
期
間
及
び
種
類
を
当
該
一
般
旅
券
の
残
存
有
効
期
間
及

び
種
類
と
同
一
と
す
る
一
般
旅
券
を
発
給
す
る
。

三
、
一
般
旅
券
の
記
載
事
項
の
訂
正
に
関
す
る
手
数
料
の
規
定
を
削
除
す
る
。

四
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る
一
般
旅
券
の
発
給
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
震
災
特
例
旅
券
の
発
給
を
受
け
た
被

災
者
が
氏
名
等
の
記
載
事
項
の
変
更
に
よ
り
有
効
期
間
を
当
該
旅
券
の
残
存
有
効
期
間
と
す
る
新
た
な
旅
券
を
取
得
し
た
場
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合
に
お
い
て
も
、
震
災
特
例
旅
券
を
取
得
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


